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瀬戸市議会の個人情報の保護に関する条例骨子 (案 )

パプリックコメントの結.果について

令和 4年 8月 15日 (月 )から 9月 13日 (火 )ま で 6′♪1輝 「瀬戸1市議の個人
情報の保護に関す る条例骨子 (案 )」 についてパプ リックコメン トを実施 した
結果、 |ギ記のとお り

「
意見が需せ られましたuピ意見に対する議会の考え方を

まとめま したのでお知 らせ します。
ご意見をお寄せいただきあ りがとうございま した。

督相
口L凛

1 実施状況

(1)内   容
の

(2)実施期間

2 実施結果
(1)提出入盤

(2)意見件数

(3)意 へ 仰

i繭戸市調i会の個人情報の保護に関する条例骨子 (案)ヘ

意見募集

令和 4年 8月 15日 (月 )から 9月 13日 (火〕まで

4.人 (市内 :3、 市外 11)

20件

A意見を まえて、案の修エイ」するもの

B 見 の や 容 を り込み み で り ろ の

Dそ の他 A～ C以外の もの )

(4〕 意見の棚響及び議会の考え方
の え

本条例 に け た について

は、執行機関と緯聴な調整・連携を

取 り実施 しておりますり改正個人情

報保護法締施術期日が令和 5年 4戯

l日 とされてお り、執行機路側の轟

例制定後に本彙例に関するパプリッ
クロメン トを聾施すること:す ,市民
への周知期間を識 11・ ることを考える

と、スケ iジ ョール的 |「 困難であると

えます。

覧と しては、記 された 条例 の骨子 |こ ついて |ま、

0
浩 `

の骨子」だけでは難解できない.

「議会が保有 している個人情報ア
情報保護法

~ば
規蔵づ る事項に基 」́

き、その概`要 を記載 L.て おります。

2

6件

17C今 後η事業実施の参考 とす 島もの

4準ト

意見の概要No 対応

D

~TTが
地 旨に

~聯
制 躙 と羞

品が作 iも ろことのないよう1と 記

裁 されているが、「瀬戸市個人情報

保護絡施行条例」f,1定後 1化事件の
ノ`:プ リックコメン トを行 たばよい

のではないか。

B

イ ル の 、側としで挙|ず でい だ ま



賛11辞 ノ

具体的な記 11漱 がないn

例えばi議会は どの ような個人情
輩晨フアイル を保有 しているのか、
「等」は何を指 しているのか、どの
よ うに公表す るのか等々n

表について規百します」とあるが、 している個人情報 7
アイルにつき主 1/で l士 請願 .陣情の
署名簿や倍聴人量付栞、議員台帳等
です。個人情報ファィル等の「等」
につきましては、個人情報取扱事務
登燿:簿を含むことによる fゝ のですハ1

公表方法については、現在検キ1中 で

した議会が保有

す
300円 」に反対する。

瀬戸市個人情報儡師条例 1条で:回

われている「個人の権利利益の保
護及び構成で民主的な榔勢の推進
に資することを目的とする。」と定
められているが、それ |こ 反する 1、

のであ り、手数料は徹収するべき
ではないハ

F手数料

C

定に基 づき運用 してまいりfた しヽと:考
えてお り、法律第 89条及び同旅行
令第 27条の規定による国の取扱い
に講 じて骨益者愕担の観点から、有
IЧ とす吊寮 としてお ります。

しか しながら、開示請求時の手数
料につきましては、慎重かつ丁寧に
識論を推めてまいりないと考えてぉ
り、頂きましたご意見については、
爾戸南情報公田・侃 人情報保護審査
会に踏問し、その答申な踏まえ、最
終的な判断をしてまい りたい ,・ 思い

に たの本 条例 定 あ しりま |まて

ル執行部 ト原日11 で の法律 親

ま

4

つても、市民にとっても最重要事
項の 1つであり、直接的に市民ヘ
の説明の機会を設定するところか
ら進めてはしい。

」 は に と

B

市民の皆様のご意見を集織 し、その
意見と併せて瀬戸市情報会闘 苺個人
情報保障害査会に諮ることにより、
市民の皆様のご意見を反映させるこ
ととしております。市民・‐ヽの説明会
を実施することは考えてぉ りませ
ノυo            ri´r′

に よン
=

lり l]′

5

を行うことなく、市ホ
…ムベージで意見の募集を始めて
いる。議会基本条例に定められて
いる市氏との意見交換会、説明会、
専門的知識を有した事}:営 家の提言
の公表等を行い、市氏意見提日1の
前提となるそれらの内容の周知き
実施 した上で、あらためて市li島 意

と て 民

や意見聴取

を するこ

る

ご意見を集約 し、その
鷲見ル伸せで顔F市情報公闘・個人
情報保護審査会に識ること|こ ょり、
市民の皆機のご斎見を反映させるこ
ととしてお ります。′・:プ リンタコメ
ン ト手続きを再度実施する

「
と1責 考

えてお りません。

市民の
ン ト

6

議会独自の個人情報fノ駐護に関する
条例のHit定が必要とされているに
もかかわらず、議員提出議案では
なく、市長部局提出満案としでい
るが、1瀬戸市議会基本条例に則 り、
全誰 m参加の下、議論を尽 くし、識
会 として責任を持つて議員提出議

個 人 の改正によ り、

C

につきましては、,険討 してまいり,ま

すn  ,'

庁 に

7
の 金 の請求の手 30o

C
3に
『

]じ

3

同様、

|

B

1

瀬戸市議会の個人liV報保護に関
する条例甘子 (案)における自己情

{



徹収は、自己情報を確尋尋し、訂 i二十
る機千!1の行値、個人の椰:利 奉|1帯 の

保護を妨げ、市氏福社の増進及び
会正で島主的な市政の発展の弊害
となることは明らかであることか
ら撤回 L.、 無料とするFと疇

8

1 改正後の条例の名称 |ま
「法施行

1轟倒」ではなく、「個人ll青軸保護崇
倒」とし、現行条例の基本理念を後
退させることのないよう住民情報 |
の保護に向IJた 自拍体の理静 携 |
勢をおきらかにすることりその際
基本的人権の保障や、自畿情報の |
ヨント爾―ルなど情報主体として |
の住民の権利な規定

‐
すること.

T~理爾繭ご眸有識者・住戻市 i

打威 をチ ェックす る恵義 を確認 |
し、「害議会」の役割を条例に規定 |

して今後も十分機能すること口  |

B

新たに制定する魚何万葛
~藤

麗l‐
T破

戸市議会の個人情報の保誌に関する
彙例」としています。

9 A

本条例では、個人情報み題T~な 取
扱いを鞭保するため専門的な知几に
基づく意見を聴く二とが特に必要と
1脚=07pる ときは、審議会に代わる組織
として、麒戸市情報会聞・備人情報
保護審査会 :こ諮聞 ケることができる
ことを規定 L″ ます。

19

11

個人情報の外部提供・ 日的外利
用や住民情報の管理シF、 テムの間
始。改変など、賛来審議会に諮問し
てきた事柄 :こ ついて、今後も審議
会に報告し、薪識妻委員が必要と
判断 した際は、自発的に調査 ,器

灘 `意見陳述ができ0よ うにする
とともに、報告事項をホームベー

ジ1遮 掲職す奉など中氏にわかるよ
うにすること.

個 人情 報 は本 人か 亀1皮曇 す る

C

本桑倒において、審議会に代わる
組織 として審査会を設置してましヽり
ます。また、個人情報保護制度に関
する状織∩報告 子公表を行 うことを
規定することを檎訓 L″ ま、九

報 「」&AI粒

12

人 か ら る よ

う警めることを責務 として条例に

規定するとともに、現在「審議会」
に諮 っている例外白もな本人外から
ぬ撃得について審議会に報告 し、
書議会により調査・審議・意見陳述

ができうようにすること。

人 はできる限り収

とし

欝プッr

個人情 保轟整委員会 より、
集む腐職:|と する規定を定める

「
と夕士

許容されない」旨がが されています。
また、個

"ム
情報こ灘 得 1/´〕しヽても、

「事後的な犠昔を行 うもので
`iり

中 で
も、審議会等への爆告や意見購取を

要件とすること|ま許容されない」旨
が示されています。

なお、'議会が保有する個人情報の

例としては、請崩 尋陣情ぬ讐名鉾や
参考人・公述ル 直接請求でヽ表者に
関十る情報など住民等から議会へ提

供されたも中、傍聴人受小1票など敵
会が取得 し,た個人情報、〕最職議員を

會む議員の経艇などの|1守 報 (表穫や

年金など)が考えられますが、いず

れ も本人か らの収集 ケるものであ

り、本人以外からめ情報収集を行 う
こ とは 定 してお りませ

人 の

D

いよ つ め る こ と
D

に加 えで、

よ

人情報の
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住 報 のオ ンフイ ン に つ

いて、デ t'タ ル化の進展により新
たな齢洩やシステムの障害、プア
イバシー晨 1嚇 などが起きる可能性

を考慮 し、「審議会」や専門家によ

る検 i証 む1積極的に求め
,リ

スクの最
小化に努めるとともに、必要に応
llて 1統合先に対する調査や要請を

ること.

C

を行わなくて 正

請求・ 利用停止請求を可能にす る
こと.

人 |こ よるp目示・
にあたつては、開示等請求制度の

悪用を防止す るため、必要 |「 応 じ

て本人の漱轟確認をfTラ ことを条

倒 |こ こ と

人 7ァ イ の に あ

たつては、個人情織保護法では対

象とならない保有個人情報にりυ`

ても対魚とし、現行ぬ目的外利用 =

外部提供・委託などの取扱状況を

記載 し公表する仕組みを下回ら4]

をヽものとすること。

D

C

して叢例に規
=す

るとともに、そ
の檄いについで安全管理情置を整

癬iiす ること口また個人情報保;:襲 絵

令に規定はないが不当|:奏別 」偏見
の原因となるおそれがある個人情
報について、積極的に「条例要配慮

個人情報」として条例に規定し管
理に万金を期すこと.

取神、利用、撮 1.lL等 を制 1猥 ケる規定
を定めろことは許窓 されない」 旨ヽが

示されていま ナ。
また.F桑側要配慮個人情報」

‐
につ

いては、胤定 しない考えです。

目的外利用や外部提供が担 当膏|`

署だけの判断で行われないよう、

個人情報保護担 当部需への根昔 む

義務づけ、晴 議会」に報告して客

観性が反映される仕組みにすると
ともに、個人情報ファイル簿^の
記載等による住民ハ,の 可視化を条
例に規定すること。

C

「瀬声市議会の個人情報の保護に
関する条例」は ,1議会として独 自に

制定す0ものであり、軌イテ機関の個

人情報担当部署への報告 ,■行いませ

ん。 1ユ し、今回籠」定する条例におい

て、審議会に代わる組織 として審査

会を設霞し、個人情報保護制度の運
用に関する状況の報告を行 う

「
とに

ついて検副 しまナ。
また、個人情報ファイル緯への記

載等につい Cは、個人情報取扱事務
盤録簿を作成及び公表 ヒ.、 個人情響

取扱い事務登録簿において目的外利
用等の有無をお知らせ |′ ます。

14

安全管理のために必要か‐
]il盲 動な

措置及び第二者への提供制限等を規
定していま ケ。

・15

「瀬戸市議会の個人情報
~の

保護に

関する恭例」は、改正個人情報保護
法で規定する11:項 lr基弓き制定 l夕 で
まい ります。同怯の規定では、対難

となる保有個人情報の範囲を明確に

し、精正請求及び利用停止請求の制
度の安定的癌用を図るキめ、これら

の制度について開示を受けた保有個
人情報を対象 としてお り、本条例も

同様のIlヌ機いとします。

16

個人情報保護にちいて、なりすま
し等による開′rt等請求の懸用防止対
策する剛用ルールの策定を検討 して

まいります。

17 B

「瀬戸市議会の個人情報め保護に

関する条例」1ざ ぶいては、「個人情幸磁

取扱事務の届出」の規定を設け¬猥

行の 「順声市個人情報保護条例 lと
同様に「個人情報取檄事務登録簿」
を作11'することと七、日的外利用の

有無に′)いて公表 します。

13



姜=″′

18

19

地方識会における個人情報の適
切な取扱いを定めること。

C

1 改]1個人情報保護法は「個人情報」
|を生存する個人に関する情報に限っ
ICお り、死者に関する情機について
け保護の対象とされません、̀
但 し、今後必要があれば執村部と

調整 |_鯛償吾が生 ltる
「

とめないよ
う条例に反映 してまい ります。

B

当市議会|「 おいで)'`T瀬戸雨議会
の個人情報の保護に関する条例」を
制定し,個人情報の適切な崚拉いを
定める二と上上ます。

20

行政織間等麟名加工情報の提供
制度導入にあたつ■は、判断基準
む審議会に諮問 して作成 し、提案
内容を公表 し、公益性について慎
重に検討すること.

C

:1興 声市議会において |ま 、現時点で
置名力‖"L情報の提 {'t制度を導入する .
予定 |ま あ りません。        |

21

現行条例の個人情報保護の水準
を低下させない条例とすること,

国に対 して個人情報保護法の見直
しと個人情報保護委員会の運営の
改善を求めること。

C

法改正の趣旨
ります。

に沿っ噺饉め■まい

国に対 して、個人情報保護法の見
直 しと個人情報保護委員会の運営の
改善む求める考えはありません。

Z屁

骨子案は条例を構成する襲目の
列挙で具体的な内容が、ほとんど
寧されておらず、理解できない。
具体的に示 した上で意見募集する

塵 型 ある。__

C

条例の骨子については、改正個人
情報保護法で規定す る事項に出ギ
き、その概要を記載 してお ります。
パプ リックコメン ト手続きむ爾度

実施することは考えてお りません。

23
開爺請求の手数料 300円徽収

を撤回すること.
C

項番 3に‖ じ

露4

議会基本条例にの‐っとり、 議員
全員で議論 lプ 、現行の個人情報保
護条例 よ り後退 させ ないよ う調
査 ほ検討を行い、議員提出議案とし
て条例制定に取 り組んでいただき

C

項番 G に同 じ

I  F議員が主体面Tこ薦雨百百
=西1上 で、議員提案で提出する条例案

|と
なるものと思っていたが、市長

提事の議案 として提 出す 為と聞
き、驚いた。本件パプリックコメン
トの提出発は議会事務局となって
いるが、寄せ られた意見の全文書
議員全員 }こ 配布 し、議員が主体的
に検討 して、書 せられた意見に対
し、責任を1持 つて見解を示すよう
求める。

C

項番 6に同 じ

..8,: 
i

26

瀬戸市議会において、個人情報
保護法改正による議会の個人情報
保護条例制定についての検討委員
会、ワーキングデーム等を設けて
市民に会間の場で議論を尽 くし、
その結果を暗まえて改めてパプ リ
ックコメン トの幕単仕行 うよう求

C

条例制定L向 |サ た建″万百万百T
は項番 6に同じ.

なお、パブリックコメン ト手続き
を再度実施することは考えてお りま
せん。

死者に関する個人情報につい
て、現行条例の保護水準を低下さ
せないようにつること.

たい。

2馬
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める.

27

本骨子熊の 「2 条例の骨挙
(案)」 の「 (1)目 的」で、 1議

1会 の事務適工かつ円冊な選営、及
|び個人の権利利益を保護するもの

|です。」とあるが、「議会の事務適

1正かつ円滑な渾営」は [保護するも

|の です」の対象なのか ,それとも

|「酪会の事務摘正かつ円滑な運営
|を図り」という意味であって、「保
護する 1、 のです 1の対象は個人の

権利利益なのか ?
なお、「議会の事務摘正かつ円滑

な運営」は「議会の事務の適皿かつ

円滑な掘営」とした方が一般的な

表現で,ま ないか。

A

「議会の事務遭工かつ謳滑な趣営
を図り、11曇 人の権利利益脅保静す在 |

とい う意味です。
また、ご指摘いただきました 1議

会の事務適正かつ
「 1滑な運営」 |こ つ

きましては、「議会の事務の脚正か
つ円滑な運営」が妥当であり、修正
させていただきます.

|

|

|

|

|

28

本骨子案め 「2 条例の骨挙

(案 )」 の「 (1)目 的」で、「議
会の事務適IEかつ円滑な運営、及
び個人の権利利益を保護するもの
です.」 とあるが、議会基本条例を

暗また、「議会の事務逮正かつ円滑
な運営」は「公正で民主的な議会の

運営」とするよう求める。

C

ご斎地として承 ります .

29

『保有個人情報の開示請求を行

う際の手数料について、公文書 1

件当たり300円 ルl」 輩十.」 とあ

る。 1件に‐き300円 もの手数
料がかかるようになれflず 、 自己1青

報 _コ ン トロール続が行使 しづらく
なることは明らかである。

国の個人情報保護善員会のガイ

ドラインには、「手数料を徴収 しな
いこととすること(手数料の額 翌・

無料とする
「

と.)も 可能である |

とあり、必ず しも手数料を有料 と
しなければならない根組はない。

これまでに積み上げられてきた

個人情報保護制度キ洵 して`1憂 選 さ

せてはならないのであり、今回め

手数料有料化は撤回し、手数料は

無料 とナるよラ強く求める。

C

■11炸 3に 1司 じ


